
は
じ
め
に

明
治
維
新
は
、
日
本
の
近
代
化
の
出
発
点
と
な
っ
た
大
き
な
変

革
で
あ
る
。
こ
の
変
革
の
中
で
も
、
統
一
的
な
中
央
集
権
国
家
を

創
出
す
る
上
で
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）に
断
行
さ
れ
た
廃
藩
置
県

は
い
は
ん
ち
け
ん

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

旧
い
藩
体
制
は
解
体
さ
れ
、
新
た
な
行
政
の
仕
組
み
を
確
立
す
る

試
み
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
時
の
記
録
資
料
、
特
に
、
旧
町
村
役
場
や
町
村
の
役
人
を
勤

め
た
家
に
伝
来
し
た
資
料
を
整
理
し
て
い
る
と
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
廃
藩
置
県
を
境
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
町
村
の
行
政
の
仕
組
み
が
大
き
く
変
わ
る

と
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
作
成
さ
れ
る
文
書
類
（
言
わ
ば
、
当
時
の
地

方
行
政
文
書
）
も
、
そ
の
様
相
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、
廃
藩
後
の
町
村
統
治
に
関
わ
る
文
書
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
地
方
で
作
ら
れ
る
文
書
の
あ
り
方
に
も

近
代
化
が
浸
透
し
て
い
っ
た
様
子
を
、
江
戸
時
代
の
古
文
書
と
は

異
な
る
そ
の
姿
形
を
通
し
て
、
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

■
明
治
初
年
の
布
達
類
の
変
遷

版
籍
奉
還
後
か
ら
大
区
小
区
制
ま
で

版
籍
奉
還
の
後
、
藩
と
呼
ば
れ
る
支
配
領
域
が
正
式
に
成
立
す
る
と
、

そ
の
藩
域
を
統
治
す
る
行
政
の
し
く
み
に
も
変
化
が
現
れ
た
。

旧
広
島
藩
域
の
場
合

江
戸
時
代
ま
で
の
広
島
藩
の
地
方
統
治
の
し
く
み
は
、
基
本
的
に
、
郡

役
所
―
割
庄
屋

わ
り
じ
ょ
う
や

―
庄
屋
と
い
う
形
で
あ
り
、
藩
の
通
達
や
触
書
は
、
郡

役
所
か
ら
割
庄
屋
へ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
末
端
の
村
へ
と

伝
達
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
写
真
1
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

●1

慶応 3年（1867）に賀茂郡役所が管内の割庄屋に宛てた通
知。 6名の割庄屋に回覧されている。（竹内家文書 201）

●2

明治 2年（1869）に賀茂郡役所が出した触
書。江戸時代と全く同じ形式である。

（竹内家文書 61）

●3●4●5

●6●7

3～ 7，および次頁 8は，いず
れも明治 2～ 4年の御用留

（竹内家文書 61）

明
治
初
年
の
広
島
藩
の
職
制
改
革
に
よ
り
、
割
庄
屋
た
ち
が
受
け
取
っ

た
通
達
類
（
下
達
文
書
）
も
、
そ
の
様
相
が
次
第
に
変
化
し
始
め
て
い
る
。

明
治
三
年（
一
八
七
〇
）の
前
半
頃
ま
で
は
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
、
割
庄
屋

が
受
け
取
る
下
達
文
書
の
差
出
元
は
、
郡
役
所
の
名
で
あ
っ
た
が
（
写

真
2
）、
同
年
の
後
半
か
ら
は
、「
司
郡
出
張
所
」
と
名
を
変
え（
写
真
3
）、

明
治
四
年（
一
八
七
一
）か
ら
は
「
某
郡
農
務
方
」
と
な
り
（
写
真
4
）、
更
に
、

廃
藩
置
県
後
の
明
治
四
年
九
月
頃
に
は
、
何
か
の
印
だ
け
を
捺
し
た
も

1



の
と
な
り
（
写
真
5
）、
同
年
十
月
に
、
県
の
職
制
改
革
が
あ
る
と
（
写
真

6
）、「
広
島
県
庁
」、
も
し
く
は
、
そ
の
「
分
科
」
で
あ
る
「
租
税
係
」「
戸

籍
係
」
な
ど
の
名
で
下
達
文
書
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
写
真
7
）。

そ
の
形
式
も
、
廃
藩
後
の
当
初
は
、
藩
政
時
代
と
同
様
に
、
一
行
目

に
「
態
申
遣
ス
」

わ
ざ
わ
ざ
も
う
し
つ
か
わ
す

と
い
う
決
ま
り
文
句
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
次
第
に
、
そ
れ
も
使
わ
れ
な
く
な
り
、
い
き
な
り
本
文

か
ら
始
ま
る
形
式
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
っ
た
（
写
真
8
）。

●8●9

旧村役人を廃止した後，郡内の体制をどうするのかを定めた書付。後の大区（＝郡）とは
異なる大区が一条めで示されている。 （平賀家文書 118）

庄
屋
制
度
廃
止
後
の
県
布
達

明
治
五
年（
一
八
七
二
）一
月
、
広
島
県

は
、
そ
れ
ま
で
地
方
統
治
を
担
っ
て
き
た
村
役
人
（
割
庄
屋
・
庄
屋
等
）
を

廃
止
し
、
戸
長
こ
ち
ょ
う

、
少
長
し
ょ
う
ち
ょ
う等
の
職
制
を
定
め
た
。
こ
の
と
き
、
戸
長
は
、
三

〜
四
区
を
ま
と
め
た
大
区
を
受
け
持
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
前
年
（
明
治
四

年
）
十
一
月
に
定
め
ら
れ
て
い
た
県
内
の
区
割
り
（
一
五
八
区
）
に
、
大

小
の
編
制
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
郡
内
に
郡
用
所

を
設
け
、
戸
長
・
戸
長
副
・
少
長
ら
を
交
代
で
詰
め
さ
せ
る
こ
と
、
戸

長
の
宅
を
大
区
の
用
所
と
し
、
戸
長
以
下
の
役
人
ら
は
、
通
常
、
こ
こ

に
出
勤
し
て
大
区
の
事
務
を
取
り
扱
う
こ
と
と
さ
れ
た
（
写
真
9
）。

こ
の
よ
う
な
地
方
職
制
の
改
定
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
県
庁
の
組
織
も
改

変
さ
れ
、
広
島
県
の
管
内
へ
の
通
達
類
は
、「
広
島
県（
庁
）」
ま
た
は
、

そ
の
分
課
で
あ
る
「
庶
務
課
」「
租
税
課
」
等
を
差
出
名
と
し
、「
某
郡

戸
長
中
」
を
宛
名
と
す
る
形
式
へ
と
変
化
し
た（
写
真
10

）。

●10

県庁庶務課が布令を賀茂郡の戸長らに伝えた事例
（平賀家文書 118）

●11

再編後の広島県内大区編制 （平賀家文書 118）

そ
の
後
、
明
治
五
年
四
月
に
な
る
と
、
広
島
県
は
、
管
内
の
大
区
小

区
の
編
制
を
大
幅
に
改
定
し
、
一
つ
の
郡
を
大
区
と
す
る
17
の
大
区
を

定
め
た
（
写
真
11

お
よ
び
下
表
）。

明治 5年（1872）4月に定められた広島県の大区
（写真11の記載には間違いがある）

大区 町・郡名 小区数 大区 町・郡名 小区数
第 1区 広島 12 第10区 御調郡 16

第 2区 沼田郡 5 第11区 甲奴郡 4

第 3区 安芸郡 11 第12区 世羅郡 10

第 4区 佐伯郡 14 第13区 三谿郡 6

第 5区 山県郡 12 第14区 奴可郡 8

第 6区 高田郡 12 第15区 三上郡 4

第 7区 高宮郡 8 第16区 三次郡 9

第 8区 賀茂郡 15 第17区 恵蘇郡 10

第 9区 豊田郡 13

そ
の
直
後
、
広
島
県
は
、
地
方
役
人
の
職
制
も
改
定
し
、
大
区
に
区

長
と
戸
長
、
小
区
に
副
戸
長
を
置
い
た
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
、
そ
れ
ま
で

短
い
間
設
け
ら
れ
て
い
た
戸
長
用
所
を
廃
止
し
、
各
大
区
に
区
長
用
所

を
設
け
る
こ
と
に
し
た
（
写
真
12

）。

●12

明治 5年（1872）に戸長用所が廃
止されたことを示す書付

（深井家文書 638）
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大
区
小
区
制
下

再
編
直
後
の
大
区
小
区
制
下
で
、
広
島
県
庁
か
ら

出
さ
れ
る
布
達
類
が
大
区
用
所
（
区
長
用
所
）
を
通
し
て
末
端
の
村
に
ど

の
よ
う
に
届
け
ら
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
直
接
的
な
文
書
は

多
く
な
い
が
、
芸
北
町
役
場
文
書
に
残
る
「
御
布
令
」
と
題
さ
れ
た
簿

冊
に
は
、
そ
の
数
少
な
い
実
例
が
見
出
せ
る
。

●13●14

13・14とも，朱印の捺された大区用所の通達が各村に回覧されている。 （13～15 芸北町役場文書 1361）

●15

朱字（色の薄い部分）で，村から村へ
申し送りした旨を注記している。

写
真
13

に
よ
れ
ば
、
第
五
大
区
用
所
は
広
島
県
庁
か
ら
伝
え
ら
れ
た

別
紙
（
太
政
官
布
告
）
を
管
下
の
五
小
区
か
ら
八
小
区
ま
で
の
「
村
々
　

戸
長
副
・
少
長
・
同
副
中
」
に
宛
て
て
い
る
。
第
五
大
区
（
＝
山
県
郡
）

は
十
二
の
小
区
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
、
大
区
用
所
は
、

管
内
（
山
県
郡
内
）
を
便
宜
的
に
三
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
布
告
を

伝
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
大
区
用
所
か
ら
の
通
達
が
宛
先
の

「
村
々
」
の
役
人
に
届
く
に
は
、
回
覧
と
い
う
形
を
と
っ
た
ら
し
い
。
写

真
14

に
は
五
小
区
・
六
小
区
の
村
名
が
列
挙
さ
れ
、
回
覧
し
た
村
に
は

印
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
写
真
15

に
は
、
朱
字
で
村
か
ら
村
へ
申
し
送

り
さ
れ
た
旨
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
役
所
や
役
職
の
名
は
異
な
っ
て
い

る
が
、
こ
の
よ
う
な
順
達
回
覧
と
い
う
形
で
の
や
り
方
は
、
藩
政
時
代

に
郡
役
所
か
ら
割
庄
屋
た
ち
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
触
書
類
の
伝
達
方
法

と
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
後
、広
島
県
の
地
方
職
制
は
短
い
期
間
に
頻
繁
に
変
わ
っ
て
い
く
。

明
治
五
年
八
月
に
は
、
村
に
置
か
れ
た
少
長
を
廃
止
し
、
代
わ
り
に

用
係
よ
う
が
か
りを
置
く
こ
と
と
し
た
。
こ
の
用
係
も
ま
た
、
一
年
で
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
、
末
端
の
村
へ
の
通
達
は
、
大
区
の
役
人
（
区

長
・
戸
長
）
あ
る
い
は
小
区
の
役
人
（
副
戸
長
）
か
ら
村
々
の
用
係
へ
と
伝

え
ら
れ
た
（
写
真
16

〜
18

）。

●16

戸長から各村用係へ （永井家文書 108-4）

●17

区長・戸長から各村用係へ（芸北町役場文書 1481）

●18

副戸長から村の用係へ
（芸北町役場文書 1481）

●19

小区事務所が管内の村（賀茂郡市飯
田村）へ県の布達類を届けた文書

（市飯田区有文書 440）

明
治
六
年（
一
八
七
三
）一
月
、
そ
れ
ま
で
設
け
ら
れ
て
い
た
大
区
用
所

が
廃
止
さ
れ
、
同
年
八
月
に
は
、
用
係
が
廃
止
さ
れ
る
と
同
時
に
、
大

区
小
区
の
役
職
も
改
変
さ
れ
、
大
区
に
は
廃
止
さ
れ
た
用
所
に
代
わ
っ

て
大
区
会
議
所
が
設
け
ら
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
改
変
後
は
、
末
端
の
村

の
行
政
事
務
は
、
小
区
に
複
数
名
置
か
れ
た
戸
長
が
取
り
扱
う
こ
と
と

な
っ
た
。
翌
七
年
三
月
に
は
、
一
時
期
廃
止
さ
れ
て
い
た
副
戸
長
が
復

活
し
、
小
区
内
各
村
の
行
政
事
務
を
受
け
持
つ
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

小
区
を
い
く
つ
か
連
合
し
て
事
務
所
を
設
け
た
。

以
後
、
職
制
・
役
職
名
に
改
変
は
何
度
か
あ
っ
た
が
、
明
治
十
一
年

（
一
八
七
八
）七
月
に
大
区
小
区
制
が
廃
止
さ
れ
、
郡
区
町
村
編
制
法
が
施

行
さ
れ
る
ま
で
は
、
大
区
会
議
所
、
小
区
事
務
所
と
い
う
体
制
が
継
続

し
、
こ
れ
ら
の
役
所
を
通
し
て
末
端
の
村
に
は
県
の
布
達
類
が
届
け
ら

れ
て
い
た
（
写
真
19

）。

この時期の大区や小区事務所では，発給する文書
に，それぞれの公印を捺していることが多いが，
その印の作り方には，特に決まりがあったわけで
はないらしく，様々な意匠のものがある。大抵は，
今でも役所の公印にありそうな角印であるが，中
にはアルファベットを使った洒落たものもある。

第五大区（山県郡）の用所印

第八大区（賀茂郡）第
三事務所の印

第八大区第三小区の印
「JIMU.ATSKAI.TOKORO」とある
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布
達
類
の
印
刷

地
方
行
政
制
度
（
お
よ
び
国
家
体
制
）
の
変
革
・
改
変
に

よ
り
、
明
治
初
期
の
布
達
類
は
、
江
戸
時
代
の
触
書
か
ら
、
そ
の
形
式
を
大

き
く
変
化
さ
せ
て
い
く
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
重
要
な
変
化
と
し
て
、「
印
刷
」

と
い
う
手
法
が
登
場
し
た
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

木
活
字
印
刷

印
刷
技
術
そ
の
も
の
は
古
く
か
ら
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は

木
版
印
刷
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
が
、
藩
が
触
書
類
を
通
達
す
る
場
合
、
そ

れ
を
刷
り
物
に
し
て
領
内
の
各
村
に
配
付
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。

●20

廃藩置県の少し前に広島藩が出した触書
（福原家文書 1587）

●21

表紙見返しの緒言は整版であるが，本文は木活字を
使用した印刷である。 （福原家文書 1587）

広
島
県
の
場
合
、
明
治
四
年（
一
八
七
一
）の
後
半
に
な
っ
て
、
布
達
類
に
印

刷
さ
れ
た
も
の
が
現
れ
始
め
る
。
こ
れ
は
整
版
（
一
枚
の
板
木
に
文
章
を
彫
っ
て

刷
る
、
い
わ
ゆ
る
木
版
印
刷
）
で
は
な
く
、
木
活
字
（
木
製
活
字
）
を
使
っ
た
手

刷
り
印
刷
で
あ
る*

。
確
認
で
き
る
最
も
古
い
日
付
の
木
活
字
印
刷
の
布
達
は
、

明
治
四
年
六
月
の
広
島
藩
の
も
の
（
写
真
20

）
で
あ
る
が
、
廃
藩
以
前
の
日
付

を
も
つ
も
の
で
木
活
字
印
刷
さ
れ
た
布
告
類
の
実
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。

*

た
だ
し
、
部
分
的
に
は
整
版
も
使
わ
れ
て
お
り
、
中
に
は
整
版
か
木
活
字

か
判
別
し
が
た
い
も
の
も
あ
る
。

管
内
へ
諸
事
項
を
伝
え
る
の
に
、
こ
の
木
活
字
印
刷
が
本
格
的
に
使
用
さ

れ
始
め
る
の
は
、
廃
藩
置
県
後
で
あ
る
。
た
だ
、
末
端
の
町
村
に
残
さ
れ
た
文

書
類
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
明
治
五
年（
一
八
七
二
）の
末
頃
ま
で
は
、
広
島

県
か
ら
出
さ
れ
る
通
常
の
布
令
・
通
達
が
、
印
刷
物
と
な
っ
て
町
村
役
人
の

手
元
に
配
付
さ
れ
て
い
た
形
跡
は
乏
し
い
よ
う
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
日
付

を
持
つ
印
刷
物
で
、
各
町
村
の
役
人
へ
一
部
ず
つ
行
き
渡
っ
た
も
の
は
、
太

政
官
布
告
や
比
較
的
大
き
な
制
度
・
規
則
の
改
廃
創
設
、
特
別
な
案
件
に
か

か
る
も
の
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
広
島
県
職

制
科
目
、
戸
籍
布
令
、
鉄
砲
取
締
規
則
、
出
版
条
例
、
博
覧
会
票
告
な
ど
で

あ
る
。
そ
れ
ら
以
外
の
県
の
日
常
的
な
布
達
類
は
、
ま
だ
大
区
の
役
人
か
ら

手
書
き
の
も
の
が
小
区
内
の
各
村
へ
順
達
回
覧
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

●22

「壬申貢米石代相場」。先頭に 23（次頁）の紙が貼られている。 （福原家文書 980）

（
中
略
）

広
島
県
か
ら
の
伝
達
内
容
が
印
刷
物
と
な
っ
て
末
端
の
町
村
に
届
い
た
早

い
例
と
し
て
は
、
布
達
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
日
注
雑
記

に
っ
ち
ゅ
う
ざ
っ
き

」
と
い
う
新
聞

が
あ
る
（
写
真
21

）。
こ
れ
は
、
明
治
四
年
十
二
月
、
広
島
藩
の
儒
者
だ
っ
た

山
田
養
吉
（
十
竹
）
が
広
島
県
の
新
聞
局
に
お
い
て
発
刊
し
た
も
の
で
、
実
物

の
残
存
例
は
多
く
な
い
が
、
明
治
初
期
に
村
の
役
人
を
勤
め
て
い
た
家
に
伝

来
し
て
い
る
も
の
が
複
数
例
あ
り
、
広
島
県
管
内
の
各
町
村
に
配
付
さ
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
日
注
雑
記
」
は
、
新
聞
と
は
言
い
な
が
ら
、

県
の
公
報
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の

本
文
は
、
こ
の
後
に
県
か
ら
多
数
出
さ
れ
る
布
達
類
と
同
じ
木
製
の
活
字
で

印
刷
さ
れ
て
い
て
、
刷
り
物
と
し
て
の
見
た
目
が
よ
く
似
て
い
る
。

こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
木
活
字
は
楷
書
体
を
し
て
お
り
、
そ
の
大
き
さ

は
「
日
注
雑
記
」
で
は
二
号
活
字
程
度
で
あ
る
。
後
に
現
わ
れ
る
県
の
木
活

4



字
布
達
類
も
、
多
く
は
こ
れ
と
同
じ
文
字
を
使
用
し
て
い
る
。
明
治
初
年
の

各
府
県
か
ら
出
さ
れ
た
布
達
類
に
は
、
楷
書
体
の
木
活
字
で
刷
ら
れ
た
も
の

が
あ
っ
て
、
中
に
は
、
広
島
県
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
似
た
書
体
の
も
の

が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
広
島
県
の
布
達
類
の
中
に
は
、
同
じ
書
風
で
よ
り
大

き
な
文
字
（
初
号
よ
り
は
小
さ
く
40
ポ
程
度
）
で
刷
ら
れ
た
も
の
が
、
時
折
、
現

わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
整
版
に
見
え
る
も
の
も
あ
っ
て
、
印
刷
手
法

に
つ
い
て
は
判
別
し
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

●23

22に貼られている紙

●24

末尾（欄外）に各村に順達すべき指示が書き
込まれている。 （芸北町役場文書 1252）

●25

（芸北町役場文書 1252）

●26

広島県布達の初期の活版印刷。写真ではわかりに
くいが，あきらかに別の稚拙な文字がいくつか混
在している。 （芸北町役場文書 1393）

末
端
の
町
村
役
人
が
、
木
活
字
で
印
刷
さ
れ
た
県
の
通
達
類
を
受
け
取
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
な
古
い
例
と
し
て
は
、
明
治
五
年（
一
八
七
二
）十
一
月
、
伊

達
権
令
か
ら
各
大
区
区
長
宛
て
に
出
さ
れ
た
「
当
壬
申
貢
米
石
代
相
場
」
と

題
さ
れ
た
通
達
で
あ
る
（
写
真
22

）。
こ
れ
の
先
頭
に
は
写
真
23

の
よ
う
な
紙

が
一
枚
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
第
八
大
区
の
役
人
（
区
長
・
戸
長
）
が
、
こ

の
木
活
字
印
刷
物
そ
の
も
の
を
管
下
の
役
人
に
伝
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
史
料
の
裏
表
紙
に
は
「
小
区
用
係
　
福
原
保
定
」
と
あ
り
、
区
長
・

戸
長
か
ら
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
の
が
、
各
小
区
内
で
村
を
受
け
持
っ
て
い
た

用
係
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
貼
り
付
け
ら
れ
た
区
長
・
戸
長
の
通

知
書
も
ま
た
刷
り
物
で
あ
り
（
た
だ
し
木
活
字
で
は
な
い
）、
一
通
の
布
令
を
管

下
の
村
に
回
覧
さ
せ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
（
特
に
明
治
六
年（
一
八
七
三
）に
な
っ
て
か
ら
）
は
、
県
が
出
す
布
達
類

は
、
た
と
え
ば
、
写
真
24

で
戸
長
加
計
正
躬
が
六
小
区
の
村
々
用
係
に
対
し
、

「
此
状
時
付
ヲ
以
順
達
之
事

こ
の
じ
ょ
う
と
き
づ
け
を
も
っ
て
じ
ゅ
ん
た
つ
の
こ
と」
と
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
手
書
き
の
写
し
を

各
村
に
回
覧
さ
せ
る
方
法
を
一
方
で
残
し
つ
つ
も
、
木
活
字
印
刷
物
（
写
真
25

）

の
配
付
が
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
布
達
類
は
、
用
係
や
戸
長
な

ど
、
末
端
の
町
村
や
小
区
の
事
務
を
取
り
扱
う
役
人
た
ち
の
手
元
で
、
必
要

に
応
じ
て
編
綴
さ
れ
て
い
っ
た
（
写
真
24

と
25

は
同
一
の
簿
冊
に
綴
ら
れ
て
い
る
）。

活
版
印
刷
の
登
場

広
島
県
の
布
達
類
を
木
活
字
印
刷
物
に
し
て
配
付
す

る
こ
と
は
、
特
に
明
治
六
年
以
降
、
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
、

金
属
活
字
を
使
っ
た
印
刷
（
活
版
印
刷
）
が
登
場
す
る
。

近
世
初
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
時
代
を
除
け
ば
、
わ
が
国
で
西
洋
式
活
版

印
刷
が
始
ま
る
の
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
こ
と
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
広
島
県
で
の
布
達
類
の
印
刷
は
、
最
初
は
木
活
字
を
使
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
活
版
印
刷
技
術
が
導
入
さ
れ
る
。
現
在
、
残

さ
れ
て
い
る
明
治
初
期
の
史
料
を
見
る
と
、
大
体
、
明
治
七
年（
一
八
七
四
）の

初
め
頃
か
ら
活
版
印
刷
を
利
用
し
た
布
達
が
現
わ
れ
始
め
る*

（
写
真
26

）。
*

『
広
島
県
印
刷
史
』（
昭
和
60
年
）
は
、「
広
島
で
鉛
版
活
字
と
ハ
ン
ド
印
刷
機

を
使
用
し
始
め
た
の
は
明
治
六
〜
七
年
頃
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
木
活
字
印
刷
が
活
版
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
こ
の
後
、
し
ば
ら
く
は
両
者
が
並
存
す
る
時
期
が
続
い
て
い
る
。
旧
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町
村
役
場
等
に
残
さ
れ
た
、
こ
の
時
期
の
布
達
類
は
、
木
活
字
印
刷
と
活
版

印
刷
が
混
在
し
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
活
版
印
刷
導
入
初
期
の
混
沌
と
し
た
状

況
を
見
せ
て
い
る
。
中
に
は
、
木
活
字
印
刷
さ
れ
た
も
の
に
、
補
記
す
る
形

で
部
分
的
に
活
版
印
刷
が
使
わ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
（
写
真
27

）。

●27

薄い部分は朱字の活版印刷で，大きい文字
は木活字である。 （平賀家文書 1251）

●28

4号活字で刷られた広島県布達
（市飯田区有文書 440）

●29

東京府の布達とその文字
（小野友五郎家文書 936）

残
さ
れ
た
史
料
で
判
断
す
る
限
り
、
木
活
字
と
活
版
が
県
の
布
達
類
に
並

存
し
て
い
た
の
は
、
明
治
十
年（
一
八
七
七
）の
前
半
ま
で
の
よ
う
で
、
同
年
の

後
半
か
ら
は
木
活
字
が
姿
を
消
し
、
活
版
印
刷
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

始
め
の
う
ち
、
こ
の
活
版
印
刷
に
使
わ
れ
て
い
た
の
は
、
五
号
の
明
朝

体
活
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
崎
新
塾
出
張
活
版
製
造
所
（
後
の
東
京
築
地

活
版
製
造
所
）
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
明
ら
か
に
違

う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
た
り
す
る
。
の
ち
、
明
治
九
年
末
頃
か
ら
、
使
用

さ
れ
る
明
朝
体
活
字
が
五
号
か
ら
四
号
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
（
写
真
28

）。

ま
た
、
府
県
に
よ
っ
て
布
達
類
の
活
版
印
刷
は
様
子
が
異
な
っ
て
お
り
、
た

と
え
ば
東
京
府
で
は
、
明
朝
体
で
は
な
く
、
楷
書
体
活
字
が
使
わ
れ
て
い
た

り
す
る
（
写
真
29

）。

旧
福
山
藩
域
ほ
か
の
場
合

廃
藩
置
県
が
行
な
わ
れ
た
直
後
は
、
府
県
の
数
が
今
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
、

領
域
等
も
錯
雑
し
て
い
た
が
、
次
第
に
合
併
（
あ
る
い
は
分
離
）
を
繰
り
返
し

整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。
広
島
県
の
領
域
も
当
初
と
今
と
で
は
異
な
っ
て
お
り
、

も
と
福
山
藩
領
、
天
領
、
中
津
藩
領
だ
っ
た
備
後
国
の
東
南
部
七
郡
（
神
石
じ
ん
せ
き

、

安
那
や
す
な

、
芦
田
あ
し
だ

、
深
津
ふ
か
つ

、
沼
隈
ぬ
ま
く
ま

、
品
治
ほ
ん
じ

、
甲
奴
こ
う
ぬ

）
が
、
す
べ
て
広
島
県
に
組
み
入
れ
ら
れ

て
現
在
の
広
島
県
の
領
域
が
最
終
的
に
確
定
す
る
の
は
明
治
九
年（
一
八
七
六
）

四
月
の
こ
と
で
あ
る
。

広島県の成立

明治元. 4 明治元. 5 明治 4 . 7
（廃藩置県）

明治 4 .11.15
（府県統廃合）

明治 5 . 6 . 7 明治 8 .12.10 明治 9 . 4 .18

広島藩 -
安芸国全体
備後国 8郡

広島藩 -広島県

- 　
広
島
県
　 -

　
広

島

県
　

中津藩 -
備後国 甲奴郡内12ヶ村 （小倉県） -

安那郡内 2ヶ村
（小倉県）

-

神石郡内22ヶ村

中津藩
（〃）

（〃）

-中津県
（〃）

（〃）

天領 -
備後国 甲奴郡内12ヶ村

-

神石郡内 1ヶ村 -

倉敷県
（〃）

（〃）

-倉敷県
（〃）

（〃）

福山藩 -
備後国 6郡

(深津，沼隈，安那芦田，品治，神石)

福山藩 -福山県 -

　
深
津
県
　

-

　
小
田
県
　

-

　
岡
山
県
へ
併
合

-

(

旧
小
田
県
域)

備
後
六
郡

備中国 -高梁県

-

ほか

こ
の
七
郡
の
う
ち
甲
奴
郡
を
除
い
た
備
後
六
郡
が
広
島
県
に
編
入
さ
れ
る

ま
で
に
属
し
た
県
名
と
そ
の
管
轄
範
囲
は
何
度
か
変
遷
し
て
い
る
。
そ
の
詳

細
は
煩
雑
な
の
で
下
表
に
任
せ
、
細
か
い
と
こ
ろ
を
除
い
て
面
積
の
大
き
い

範
囲
の
名
称
だ
け
を
順
に
並
べ
れ
ば
、
福
山
県
↓
深
津
県
↓
小
田
県
↓
岡
山
県

（
↓
広
島
県
）
と
な
る
。
ご
く
大
雑
把
に
言
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
の
管
轄
領

域
は
、
旧
福
山
藩
領
（
福
山
県
）、
備
後
六
郡
と
備
中
一
円
（
深
津
県
・
小
田
県
）、

備
後
六
郡
と
備
中
備
前
（
岡
山
県
）、
と
な
る
。
現
在
の
広
島
県
は
、
こ
の
岡

山
県
か
ら
備
後
六
郡
を
分
離
編
入
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

備
後
六
郡
の
大
区
小
区
制
と
布
達
類
の
伝
達

福
山
藩
の
地
方
行
政
制
度

の
変
革
は
、
廃
藩
置
県
の
直
前
に
始
ま
っ
て
い
る
。
明
治
四
年（
一
八
七
一
）七

月
、
福
山
藩
で
は
旧
来
の
村
役
人
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
領
内
に
大
区

小
区
制
を
敷
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
郡
を
大
区
と
し
、
そ
の
中
に
い
く
つ
か

の
小
区
を
設
け
る
と
い
う
も
の
で
、
廃
藩
前
に
こ
の
よ
う
な
措
置
を
行
な
っ

た
例
は
全
国
的
に
も
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
小
区
に
は
戸
長
・
副
役
が

置
か
れ
、
戸
籍
編
制
事
務
の
ほ
か
、
従
前
の
村
役
人
が
果
た
し
て
い
た
勤
め
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も
彼
ら
の
役
目
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
領
内
統
治
の
体
制
は
、
廃
藩
置
県
後
も
基
本
的
に
継
続
し
て

お
り
、
小
区
の
戸
長
た
ち
の
も
と
に
は
、
県
庁
か
ら
の
布
達
類
が
次
々
に
届
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
布
達
は
、
上
に
大
区
が
あ
る
以
上
、
そ

の
役
人
（
大
抵
は
区
長
）
を
通
じ
て
送
達
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
福
山

県
・
深
津
県
で
は
区
長
が
置
か
れ
ず
、
小
田
県
で
も
、
し
ば
ら
く
（
明
治
七
年

の
前
半
ま
で
）
は
同
様
だ
っ
た
ら
し
く
、
代
わ
り
に
戸
長
た
ち
か
ら
選
ば
れ
た

大
区
惣
代
が
交
代
で
県
庁
に
詰
め
、
彼
ら
の
名
前
で
小
区
の
戸
長
ら
に
県
の

指
令
が
伝
達
さ
れ
た
り
布
達
類
が
届
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
（
写
真
30

）。

●30

安那郡の戸長から選ばれた惣代が管内の小区に県
の布令を伝達している。 （山野村役場文書 140）

●31

郡務所が県庁土木掛の発給文書を大区（安那郡）の
会議所に伝達している。 （山野村役場文書 125）

明
治
七
年（
一
八
七
四
）七
月
に
な
っ
て
、
小
田
県
は
よ
う
や
く
各
大
区
に
正

副
区
長
を
設
置
し
、
大
区
小
区
制
の
体
裁
が
整
っ
た
。
こ
の
体
制
は
、
県
庁

下
に
郡
務
所
、
大
区
に
会
議
所
、
小
区
に
事
務
所
（
事
務
取
扱
所
）
と
い
う
形

で
組
織
化
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
広
島
県
に
編
入
さ
れ
る
ま
で
、
県
（
小
田
県
・

岡
山
県
）
の
指
令
・
布
達
類
が
末
端
の
村
に
届
け
ら
れ
る
際
の
文
書
に
は
、
そ

れ
ら
の
名
称
が
し
ば
し
ば
現
わ
れ
て
い
る
（
写
真
31
・
32

）。

●32

大区会議所が管内の小区事務所（ 6区から10区まで）に宛てた通知。
（山野村役場文書 144）

●33

大一揆の際に出された布告。ルビつきの木活字が部分的に使用され
ている。 （山野村役場文書 142）

旧
小
田
県
域
で
の
布
達
の
印
刷

広
島
県
と
同
じ
く
、
小
田
県
域
で
も
布

達
類
の
印
刷
が
明
治
初
年
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
資
料
か

ら
容
易
に
知
り
う
る
。
そ
の
手
法
は
、
は
じ
め
は
木
製
の
活
字
を
使
用
し
、
や

が
て
活
版
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
こ
の
点
も
や
は
り
広
島
県
と
同
じ
で
あ
る
。

木
活
字
印
刷

旧
小
田
県
域
で
出
さ
れ
た
布
達
類
の
う
ち
、
最
も
古
い
日

付
の
木
活
字
印
刷
物
は
、
明
治
四
年（
一
八
七
一
）九
月
、
廃
藩
後
に
起
こ
っ
た

大
一
揆
の
際
に
出
さ
れ
た
布
告
で
あ
る
（
写
真
33

）。
た
だ
し
、
こ
れ
が
記
さ

れ
た
日
付
そ
の
時
に
刷
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

県
か
ら
の
布
達
類
に
木
活
字
が
本
格
的
に
使
用
さ
れ
始
め
る
の
は
明
治
五

年（
一
八
七
二
）の
半
ば
頃
以
降
の
こ
と
ら
し
い
。
当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
深

安
郡
山
野
村
役
場
文
書
に
残
さ
れ
た
資
料
を
見
る
と
、
木
活
字
印
刷
は
深
津

県
時
代
に
若
干
見
え
始
め
、
小
田
県
と
改
称
後
、
本
格
的
に
使
用
さ
れ
始
め

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
写
真
34

）。

た
だ
し
、
印
刷
物
に
な
っ
た
と
は
言
っ
て
も
、
常
に
そ
れ
が
末
端
の
行
政

区
画
に
一
通
ず
つ
配
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
訳
で
は
な
い
ら
し
い
。
明
治

五
年（
一
八
七
二
）五
月
に
深
津
県
庁
か
ら
出
さ
れ
た
通
達
に
よ
る
と
、
布
告
や
県

庁
の
示
令
は
一
郡
に
つ
き
一
通
か
二
通
を
廻
達
さ
せ
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る

（
次
頁
写
真
35

）。
つ
ま
り
、
布
達
類
は
、
村
は
も
と
よ
り
そ
の
上
の
小
区
に
対

し
て
も
順
達
回
覧
と
い
う
形
で
伝
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

方
式
は
、
そ
の
後
も
続
い
て
い
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、
明
治
八
年（
一
八
七
五
）

三
月
で
も
大
区
会
議
所
（
一
郡
を
管
轄
す
る
）
は
管
内
の
各
小
区
に
対
し
、
県

か
ら
の
通
達
を
伝
達
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
区
々
御
写
取
至
急
御
順
達
有
之
候

也
」
と
述
べ
て
い
る
例
が
あ
る
（
写
真
36

）。
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し
か
し
、
一
方
で
、
印
刷
さ
れ
た
布
告
が
各
小
区
へ
一
部
（
あ
る
い
は
二
部
）
ず

つ
配
付
さ
れ
て
い
る
事
例
も
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）

五
月
、
安
那
郡
惣
代
の
藤
井
平
太
が
、
郡
内
の
各
小
区
正
副
戸
長
に
宛
て
て

五
種
類
の
「
活
字
御
布
告
」
を
一
部
（
も
し
く
は
二
部
）
ず
つ
送
付
し
て
い
る

と
い
う
例
が
あ
る
（
写
真
37

）。
こ
の
「
活
字
」
は
時
期
的
に
見
て
、
木
活
字

と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
惣
代
藤
井
は
、
そ
れ
ら
を
送
付
す
る

に
当
た
り
、「
例
之
通と
お
り御
受
取
可
被
成
候
也

な
さ
る
べ
く
そ
う
ろ
う
な
り」
と
書
き
添
え
て
お
り
、
各
小
区

へ
の
（
順
達
回
覧
で
は
な
い
）
配
付
が
ご
く
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
に
山
野
村
役
場
文
書
の
中
に
残
さ
れ
た
木
活
字
印
刷

の
小
田
県
布
達
類
を
見
る
と
、
端
に
「
十
九
区
」
と
書
き
込
ま
れ
た
も
の
が

あ
り
（
写
真
38

）、
そ
れ
ら
が
各
小
区
あ
て
に
配
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
（
山
野
村
は
安
那
郡
の
十
九
小
区
に
属
し
て
い
た
）。

●34

小田県の木活字布告。
（山野村役場文書 147）

●35

郡により県の布達を 1通回覧させるか 2通回覧させるかを定めている。
（山野村役場文書 135）

●36

末尾部分で，各区が写し取り順達すべき旨が
指示されている。 （山野村役場文書 125）

●37

活字布告を惣代が各区へ送付している。
（山野村役場文書 140）

●38

配付先の小区が書き込まれた木活字布
達。 （山野村役場文書 156）

印
刷
と
い
う
手
法
の
登
場
が
、
こ
の
よ
う
な
各
小
区
へ
の
配
付
を
可
能
に

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
上
記
の
よ
う
に
、
明
治
五
年
に
深
津
県

庁
が
定
め
た
「
一
郡
一
廻
達
」
と
い
う
方
式
も
、
し
ば
ら
く
は
並
存
し
て
お

り
、
県
名
や
県
域
が
安
定
し
な
い
こ
の
時
期
の
県
政
の
混
沌
と
し
た
状
況
を

表
し
て
い
る
。

小
田
県
布
達
に
現
わ
れ
る
木
活
字
は
広
島
県
と
同
じ
く
楷
書
体
で
あ
る

（
も
ち
ろ
ん
、
広
島
県
が
使
用
し
た
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
）。
一
文
字
一
文

字
を
見
る
と
活
字
と
し
て
の
出
来
栄
え
は
決
し
て
上
等
と
は
言
え
な
い
が
、

文
章
を
組
ん
で
刷
っ
た
と
き
の
全
体
を
見
た
印
象
で
言
う
と
、
素
朴
で
は

あ
る
も
の
の
素
直
で
読
み
や
す
い
書
体
で
あ
る
。
小
田
県
布
達
以
外
で
は
、

窪
田
家
文
書
（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
に
あ
る
「
報
国
両
替
社
旨
意
」

が
同
じ
文
字
で
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
日
本
書
誌
学
大
系
61
近
世
活

字
版
図
録
』
に
は
、
こ
れ
ら
と
同
じ
系
統
と
思
わ
れ
る
木
活
字
を
使
用
し

て
い
る
も
の
が
二
点
見
出
せ
る*

。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
ら
の
出
所
は

明
ら
か
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
木
活
字
の
供
給
元
や
使
用
さ
れ
た
範
囲
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

*

一
二
九
「
金
札
引
換
公
債
證
書
発
行
條
例
」、
七
一
八
「
養
生
論
」。

い
ず
れ
も
一
〇
行
、
二
〇
字
、
有
界
で
あ
り
、
こ
の
点
も
小
田

県
布
達
と
同
様
で
あ
る
。

活
版
印
刷

小
田
県
の
布
達
に
、
金
属
活
字
で
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
現
わ

れ
始
め
る
の
は
、
現
存
す
る
資
料
に
よ
る
限
り
、
明
治
七
年（
一
八
七
四
）一
月

か
ら
で
あ
る
（
写
真
39

）。
こ
れ
は
時
期
的
に
言
え
ば
、
広
島
県
と
同
じ
頃
で

あ
る
が
、
小
田
県
の
場
合
、
木
活
字
か
ら
金
属
活
字
へ
の
切
り
替
え
は
一
気

に
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
広
島
県
の
布
達
で
は
、
活

版
と
木
活
字
の
混
在
す
る
時
期
が
三
年
程
続
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
小

田
県
で
は
、
明
治
七
年
一
月
以
降
、
末
端
の
小
区
に
伝
存
し
た
木
活
字
の
布

達
を
全
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
木
活
字
印
刷
は
急
に
姿
を
消
し
た
よ
う
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に
見
え
る
。
以
後
、
小
田
県
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
八
年（
一
八
七
五
）十
二

月
に
岡
山
県
に
合
併
し
た
あ
と
も
、
同
種
類
の
明
朝
体
金
属
活
字
で
布
達
が

刷
ら
れ
続
け
て
い
っ
た
（
写
真
40

）。

●39

変体仮名まじりの小田県の初期活版印刷
布令とその文字。（山野村役場文書 152）

●40

小田県の合併を伝える岡山県通達。
（山野村役場文書 160）

念
の
た
め
に
言
え
ば
、
手
書
き
の
文
書
は
、
ま
た
別
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

活
版
印
刷
が
始
ま
っ
て
も
、
適
宜
、
手
書
き
文
書
が
（
必
ず
し
も
個
別
の
通
知
文

だ
け
で
な
く
）
県
庁
か
ら
管
内
全
体
へ
発
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
前
掲
写
真
36

の
よ
う
に
、
小
田
県
で
は
明
治
八
年
の
段
階
で
も
、

一
郡
内
で
順
達
回
覧
を
さ
せ
て
い
る
例
が
あ
る
（
末
端
の
小
区
に
は
、
も
ち
ろ
ん

写
し
が
残
る
）。
活
版
印
刷
と
い
う
手
法
が
使
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
一
郡
に
つ

き
一
通
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
定
め
た
規
定
と
は
言
え
、
い
さ
さ
か
不
自
然

で
あ
る
。

な
お
、
活
版
印
刷
が
始
ま
っ
た
当
初
の
小
田
県
布
達
は
、
漢
字
と
変
体
仮

名
を
含
む
平
仮
名
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
（
写
真
39

）。
こ
れ
は
、
当
時
の
府
県

の
布
達
類
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
珍
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
抵
は
漢

字
と
片
仮
名
が
使
わ
れ
て
お
り
、
実
際
、
小
田
県
で
も
木
活
字
時
代
に
は
漢

字
片
仮
名
交
じ
り
で
あ
る
。
活
版
印
刷
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
平
仮
名

交
じ
り
に
す
べ
き
理
由
は
特
に
思
い
浮
か
ば
な
い
。
実
際
、
そ
の
当
時
で
も

変
則
的
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
平
仮
名
使
用
の
時
期
は
三
ヶ
月

で
終
わ
り
、
明
治
七
年（
一
八
七
四
）四
月
以
降
は
、
再
び
漢
字
片
仮
名
交
じ
り

の
布
達
に
戻
っ
て
い
る
。

小
田
県
（
お
よ
び
後
の
岡
山
県
）
で
布
達
類
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
四
号
大

明
朝
体
活
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
広
島
県
で
使
用
さ
れ
た
長
崎
新
塾
出

張
活
版
製
造
所
の
明
朝
体
と
は
系
統
が
異
な
る
よ
う
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、

権
令
の
「
令
」
な
ど
は
、
明
朝
体
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
特
異
な
形
を
し

て
い
る
。

■
土
地
と
租
税
の
制
度
改
革

地
租
改
正
ま
で

明
治
四
年（
一
八
七
一
）に
廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
明
治
政
府
は
、
江
戸
時
代

以
来
の
古
い
土
地
制
度
・
租
税
制
度
の
変
革
に
乗
り
出
し
、
統
一
的
な
国
家

体
制
の
基
礎
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
。

●42

壬申地券の残存例。
（重川家文書 137）

●41

大蔵省の通達と「地券渡方規則」の冒頭部分 （芸北町役場文書 1481）

壬
申
じ
ん
し
ん

地
券
と
石
高
制
の
廃
止

明
治
五
年（
一
八
七
二
）二
月
、
大
蔵
省
は
、
売

買
も
し
く
は
譲
渡
さ
れ
た
土
地
に
地
券
を
発
行
す
る
よ
う
全
国
の
府
県
に
命

じ
、
そ
の
「
地
券
渡
方
規
則
」
を
定
め
た
（
写
真
41

）。
後
に
、
こ
の
地
券
は

す
べ
て
の
土
地
に
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
発
行
さ
れ
た
地
券

は
、
明
治
五
年
の
干
支
を
と
っ
て
「
壬
申
地
券
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
地
券
は
、「
地
券
渡
方
規
則
」
に
「
右
地
券
ハ
地
所
持
主
タ
ル
確
証
ニ

付
大
切
ニ
可
致
所
持
旨

し
ょ
じ
い
た
す
べ
き
む
ね

兼
テ
相
諭
置
可
申
候

あ
い
さ
と
し
お
き
も
う
す
べ
く
そ
う
ろ
う

」
と
あ
る
よ
う
に
、
土
地
所
有
の
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証
券
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
府
県
に
よ
っ
て
発
行
の
度

合
い
に
違
い
が
あ
っ
て
、
中
に
は
ほ
と
ん
ど
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
県
も
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

●43

大蔵省から示された地券の雛形（芸北町役場文書 1481）

●44

石高制廃止を受けて出された大蔵省通達。
（芸北町役場文書 1481）

広
島
県
と
小
田
県
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
も
発
行
は
順
調
に
行
な
わ
れ
て
い

た
が
、
壬
申
地
券
そ
の
も
の
の
現
存
例
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
地

券
が
後
の
地
租
改
正
の
際
に
発
行
さ
れ
た
改
正
地
券
と
交
換
さ
れ
て
い
き
、
土

地
所
有
者
の
手
元
に
は
残
ら
な
い
の
が
普
通
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
数
少
な

い
現
存
の
壬
申
地
券
は
、
た
と
え
ば
、
前
頁
写
真
42

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

壬
申
地
券
は
、
土
地
の
永
代
売
買
を
自
由
に
し
た
こ
と
も
含
め
、
新
た
な

土
地
制
度
へ
の
変
革
の
一
歩
で
あ
っ
た
が
、
示
さ
れ
た
雛
形
（
写
真
43

）
に
は
、

田
畑
の
石
高
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
以
来
の
古
い
石
高
制
は
そ
の

ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）六
月
、
政
府

は
石
高
の
廃
止
を
布
告
し
、
反
別
（
面
積
）
を
も
っ
て
換
用
す
る
こ
と
と
し

た
。
大
蔵
省
は
こ
れ
を
受
け
て
、
従
前
の
租
税
額
を
反
別
に
割
り
付
け
る
よ

う
、
各
府
県
に
命
じ
た
が
（
写
真
44

）、
一
つ
の
法
令
で
旧
来
の
や
り
方
を
改

変
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
明
治
六
年
九
月

二
十
三
日
、
広
島
県
の
伊
達
権
令
は
、
管
内
の
大
区
区
長
に
宛
て
た
布
達
の

中
で
、「
突
然
反
別
（
面
積
）
に
賦
課
せ
よ
と
言
わ
れ
て
も
、
紛
ら
わ
し
く
事

務
が
延
滞
す
る
」
と
述
べ
、「
本
年
は
、
仮
に
石
高
を
用
い
、
今
ま
で
ど
お
り

に
賦
課
を
せ
よ
」
と
命
じ
て
い
る
（
写
真
45

）。

結
局
、
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
の
は
、
後
の
地
租
改
正
事
業
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

●45

急に反別賦課にしたのでは紛らわしく煩雑であることを
述べた県の通達。 （芸北町役場文書 1708）

●50

地租改正条例 （芸北町役場文書 1538）

（
中
略
）

実
際
、
地
租
改
正
以
前
の
貢
租
関
係
資
料
を
見
る
と
、
貢
租
の
基
本
に
古

い
も
の
を
そ
の
ま
ま
残
し
つ
つ
も
、
制
度
の
変
革
が
部
分
的
に
始
ま
っ
て
い

る
の
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

広
島
県
（
広
島
藩
）
の
古
い
貢
租
制
度
で
は
、
村
ご
と
に
「
免
割
帳

め
ん
わ
り
ち
ょ
う
」
と
い

う
帳
簿
が
毎
年
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
村
の
貢
租
の
額

と
種
別
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
い
ま
、
明
治
四
年（
一
八
七
一
）か

ら
明
治
七
年（
一
八
七
四
）ま
で
の
賀
茂
郡
菅
田
村
（
東
広
島
市
黒
瀬
町
）
の
免
割
帳

（
次
頁
写
真
46

〜
49

）
を
見
る
と
、
貢
租
の
中
心
部
分
は
、
一
六
九
石
七
斗
の
石

高
（
村
高
）
に
五
つ
四
歩
七
厘
（
五
割
四
分
七
厘
）
の
率
で
か
か
る
「
物
成
も
の
な
り

」
と
、

そ
の
二
％
の
「
口
米
く
ち
ま
い

」
を
合
わ
せ
た
「
定
物
成
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

雑
税
で
あ
る
「
七
厘
米
」
な
ど
も
含
め
、
藩
政
時
代
の
制
度
と
同
じ
で
あ
っ

て
、
明
治
七
年
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
一
方
で
、
壱
歩
米
、
種
米
利
足
、
庄
屋
給
な
ど
、
廃
藩
置
県
後

に
廃
止
さ
れ
た
雑
負
担
も
あ
り
、
藩
政
時
代
の
複
雑
な
租
税
体
系
の
整
理
が

始
ま
っ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
租
税
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
免
割
帳
の
末
尾
部
分
の
文
言
と
作

10



成
・
署
名
者
に
も
、
変
化
が
現
れ
て
い
る
。
明
治
四
年（
一
八
七
一
）の
免

割
帳
は
、
末
尾
の
部
分
で
、「
年
貢
米
そ
の
他
の
賦
課
に
つ
い
て
村
内
の

百
姓
へ
読
み
聞
か
せ
、
納
得
の
上
、
印
を
押
さ
せ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、

藩
政
時
代
の
村
請
制
度
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
署
名
捺
印
者
に
も
、

庄
屋
以
下
の
村
役
人
に
加
え
、
村
内
の
百
姓
一
三
名
が
名
を
連
ね
て
い

る
。
こ
れ
は
、
翌
五
年（
一
八
七
二
）も
同
様
で
あ
っ
て
、
庄
屋
が
用
係
と
名

を
変
え
て
は
い
る
が
、
や
は
り
村
民
一
七
名
が
署
名
者
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）に
な
る
と
、
末
尾
文
言
は
「
右
之
通
相

違
無
之
候
也
」
と
、
そ
っ
け
な
い
も
の
に
な
り
、
作
成
者
も
戸
長
四
名

だ
け
に
な
っ
て
い
る
（
明
治
七
年
の
作
成
者
は
戸
長
・
副
戸
長
各
一
名
）。

●46

●47

●48

●49

賀茂郡菅田村の免割帳（明治 4～ 7年）（平賀家文書 445～448）

（
中
略
）

（
中
略
）

（
中
略
）

（
中
略
）

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
多
少
の
地
域
差
も
あ
っ
た
よ
う
で
、

た
と
え
ば
、
三
谿
郡
矢
井
村
の
明
治
六
年
免
割
帳
で
は
、
末
尾
で
「
惣

百
姓
共
江
茂
逐
一
申
聞
セ
」
と
、
旧
来
と
同
様
の
形
を
見
せ
て
い
る
。

地
租
改
正

明
治
六
年（
一
八
七
三
）七
月
二
十
八
日
、
太
政
官
は
「
地
租

改
正
条
例
」
を
布
告
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
江
戸
時
代
以
来
の
旧
い
租
税

制
度
を
廃
止
し
て
、
統
一
的
な
土
地
租
税
制
度
の
確
立
が
宣
言
さ
れ
た

（
前
頁
写
真
50

）。
布
告
の
要
点
は
、
土
地
に
地
価
を
定
め
て
そ
の
三
％
を

地
租
と
し
、
官
庁
郡
村
入
費
（
地
方
費
）
を
一
％
と
す
る
点
に
あ
り
、
全

国
的
に
土
地
調
査
と
地
価
算
定
と
い
う
大
き
な
事
業
が
開
始
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

広
島
県
で
は
、
地
租
改
正
条
例
の
公
布
を
受
け
、
そ
の
二
ヶ
月
後
の

明
治
六
年
九
月
に
「
告
諭
書
」
と
「
心
得
書
」（
次
頁
写
真
51
・
52

）
を
県

内
に
布
告
し
た
。「
告
諭
書
」
は
、
政
府
が
以
前
に
作
成
し
て
い
た
も
の

で
、
そ
の
内
容
は
、
政
府
と
は
何
か
、
租
税
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
点

か
ら
説
き
起
こ
す
理
論
的
・
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
曰
く
、
政
府
と

は
「
人
民
一
統
の
好
む
所
に
随し
た
が
いて
規
則
を
立
、
法
令
を
布し

き
、
其そ
の

好
む

所
に
目
的
を
達
せ
し
む
る
為
に
設
け
た
る
役
所
」
で
あ
る
。
曰
く
、
そ

れ
ら
の
役
所
が
必
要
と
す
る
費
用
は
「
国
内
の
人
民
一
統
の
為
に
消
費

す
る
も
の
な
れ
ば
、
国
内
の
人
民
一
統
に
割
合
て
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、

一
村
・
一
郡
も
同
じ
で
あ
り
、「
此こ
の

割
合
金
を
名な
づ

け
て
租
税
と
い
ふ
」
と

い
っ
た
調
子
で
あ
る
。
政
府
は
、
こ
の
「
告
諭
書
」
を
地
租
改
正
条
例

公
布
の
際
に
は
公
に
せ
ず
に
い
た
が
、
後
に
公
布
す
る
に
至
っ
た
ら
し

い
。
ま
た
、「
心
得
書
」
で
は
、
土
地
の
面
積
・
地
価
・
収
穫
量
な
ど
を

報
告
さ
せ
る
雛
形
も
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
き
わ
め
て
簡
単
な
も
の
で

あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
あ
と
事
業
に
着
手
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
広
島

県
で
は
地
租
改
正
の
具
体
的
進
展
は
し
ば
ら
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。

広
島
県
で
の
地
租
改
正
の
具
体
的
な
動
き
は
、
こ
れ
か
ら
約
二
年
遅

れ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
明
治
八
年（
一
八
七
五
）六
月
二
十
日
の
布
達
（
写
真
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53

）
は
、「
今
般
地
租
改
正
着
手
ニ
付
、
別
紙

方
法
書
弐
冊
之
通
相
心
得
各
区
実
地
丈
量
ニ

可
取
掛
」
と
述
べ
、
土
地
の
実
地
丈
量
を
管

内
に
命
じ
た
。

こ
の
後
、
翌
九
年（
一
八
七
六
）に
か
け
て
、
広

島
県
内
で
は
土
地
の
丈
量
が
進
み
、
各
町
村

で
は
、
県
の
指
示
に
従
い
、
そ
の
結
果
を
帳

簿
や
絵
図
等
の
資
料
に
作
成
し
て
い
っ
た
。

丈
量
さ
れ
た
土
地
は
、
順
次
、
そ
の
面
積

と
図
面
が
「
野
取
帳
」
と
い
う
名
の
帳
面
に

記
録
さ
れ
、
一
村
の
丈
量
が
終
わ
る
と
、「
地

並
帳
」
と
「
反
別
合
計
帳
」、
お
よ
び
村
の
「
全

図
」
を
作
成
し
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
（
写
真
54

）、
そ
れ
ら
は
、
県
内
各
地
の
旧

役
場
文
書
、
あ
る
い
は
戸
長
な
ど
を
勤
め
た

旧
家
の
文
書
の
な
か
に
実
例
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
（
写
真
55

〜
57

）。

土
地
の
丈
量
が
順
調
に
進
む
の
を
見
届
け

つ
つ
、
広
島
県
は
、
明
治
九（
一
八
七
六
）年
十

月
、「
地
等
組
立
公
議
」
と
「
村
等
通
観
公
議
」

か
ら
成
る
「
地
等
条
例
」
を
公
布
し
た
（
写
真

58

）。
丈
量
し
た
土
地
に
等
級
を
付
け
、
地
価

算
定
の
基
と
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
条
例
に
基
づ
い
て
、
各
村
で
は
五
〜
一
〇

名
の
地
等
議
員
が
選
ば
れ
、
以
後
、
彼
ら
の
手

に
よ
っ
て
収
穫
量
を
基
準
に
し
た
田
畑
の
等

級
が
決
定
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
地

等
組
立
に
対
し
、
県
か
ら
内
示
さ
れ
た
平
均

収
穫
量
が
か
な
り
高
め
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
地
価
の
決
定
を
見
る
ま
で
は
、
な
お
紆

余
曲
折
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）以
降
、
次
第
に
地
価
は
決
定
さ
れ

て
い
き
、
新
し
い
地
券
（
改
正
地
券
）
が
発
行

さ
れ
る
と
、
古
い
壬
申
地
券
と
交
換
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

●51

地租改正につき告諭書（芸北町役場文書 1538）

●52

地租改正につき心得書（芸北町役場文書 1538）

●53

地租改正規則（明治 8年） （三吉家文書 1435）

●54

土地丈量結果を提出すべき旨の指示。
（三吉家文書 1319）

●55

土地丈量の結果を記した野取帳
（米田家文書 1028）

●56

●57

地並帳56と反別合計帳 57（芸北町役場文書 314・315）

●58

地等条例（明治 9年） （三吉家文書 167）

（
中
略
）
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